
埼玉県公安委員会告示第131号 

 平成14年埼玉県公安委員会告示第321号（自動車及び原動機付自転車の運転免許に係る申請

書、変更届及び申込書の提出日時及び場所に関する公安委員会告示）の一部を次のように改正

し、令和元年12月１日から施行する。 

令和元年11月29日 

埼玉県公安委員会委員長 野 瀬 清 喜 

    「 
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                                        」 
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